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出典：国土交通省「適正な工期設定による
働き方改革の推進に関する調査」
（令和５年５月31日公表）
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公共工事の方が、「4週8休(週休2日)以上」の割合が高い
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「4週6休程度」が最多 技術者・技能者ともに
４週８休 (週休２日 )の
確保ができていない場
合が多い。
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建設産業における働き方の現状

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

建設業について、年
間の出勤日数は全
産業と比べて11日多
い。また、年間の総実
労働時間は全産業と
比べて62時間長い。
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建設業の働き方改革の取組

○これまでの働き方改革の取組によって、
建設業の労働時間は他産業よりも大きく減少したが、なお高水準。

○令和６年４月から適用となる時間外労働の上限規制に的確に対応
するとともに、将来にわたって担い手を確保していくため、
働き方改革に取り組む必要。

1.規制内容の周知徹底

・ リーフレットや会議等で、建設業界、発注者へ周知・要請
・ 一般国民にも動画等によって周知･啓発

３. 適正な工期設定

・ 中央建設業審議会が「工期に関する基準」を策定（R6.3改定)
<改定の主な内容>
○注文者は、時間外労働規制を遵守して行う工期の設定に協力
○自然要因（猛暑日）における不稼働を考慮して工期設定。
→ 基準を踏まえた適正工期の設定を自治体･民間発注者へ働きかけ
・ 国交大臣と建設業４団体が労働時間規制
の導入を踏まえて、「必要な対応に万全を期す」
ことを申合せ
・ 厚労省と連携して実地調査し、是正指導

・ 労働時間削減のノウハウ等を整理した好事例集を作成･横展開
・ 直轄工事における工事関係書類の簡素化

２.公共工事における週休２日工事の対象拡大

〔直轄〕 令和５年度は原則すべての工事で実施
〔都道府県〕 令和６年度から原則100％を目指す
〔市町村〕 国と都道府県が連携して導入拡大を働きかけ

■建設業者向けリーフレット
（厚生労働省）

■動画：はたらきかたススメ特設サイト
■建設業４団体との申合せ

４.生産性の向上
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最近の働き方改革の取組
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直轄土木工事等における働き方改革の強力な推進

〇２０２４ （Ｒ６）年４月からの労働基準法時間外労働規制の適用が開始されることを踏まえ、

国土交通省の直轄工事において、受注業者の対応を支援するために、週休２日の「質の
向上」の拡大などの働き方改革を強力に推進

週休２日の「質の向上」の拡大

時間外労働規制の適用への対応

②工事、業務における現場環境改善
勤務時間外作業を避けるため「ウィークリースタンス」の徹底

③受注業者の書類作成業務のさらなる負担軽減
・受発注者の役割分担を明確にしたガイドライン等の作成、受発注者への周知徹底

④時間外労働規制適用に対応するための必要経費の見直し

⑤移動時間を踏まえた積算の適正化
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①他産業と遜色のない休日の実現に向けた取組
・工期全体での週休２日の標準化を踏まえ、 推進に向け
・ を促すため、実施企業に対し し、取り組みを支援

月単位の週休２日 補正係数を新設
完全週休２日（土日） 成績評価に加点

・ 「書類限定検査」 （４４→１０種類）の原則化 等

・書類作成の経費などによる現場管理費の増加を反映

・事業所や資材置き場から現場への移動時間を考慮した歩掛の見直し



「工期に関する基準」は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事
項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である（令和２年７月作成）。
令和６年４月からの建設業の時間外労働規制適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、同年３月に同基準を改定。

工期に関する基準 改正の概要（令和6年3月）

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項

（１）自然要因
（２）休日・法定外労働時間
（３）イベント
（４）制約条件
（５）契約方式

第１章 総論
（１）背景
（２）建設工事の特徴
（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（４）本基準の趣旨
（５）適用範囲
（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項
（１）準備 （２）施工 （３）後片付け

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について
（優良事例集）

第６章 その他
（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応
（２）建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応
（３）基準の見直し

第４章 分野別に考慮すべき事項
（１）住宅・不動産（２）鉄道（３）電力（４）ガス

（６）関係者との調整
（７）行政への申請
（８）労働・安全衛生
（９）工期変更
（１０）その他

・受発注者間のパートナーシップ構築が各々の事業継続上重要。

・受注者は、契約締結の際、時間外労働規制を遵守した適正な工期
による見積りを提出するよう努める。

・発注者※は、受注者や下請負人が時間外労働規制を遵守できる工
期設定に協力し、規制違反を助長しないよう十分留意する。

・発注者※は、受注者から、時間外労働規制を遵守した適正な工期
による見積りが提出された場合、内容を確認し、尊重する。

※下請契約における注文者も同じ

・資材の納入遅延や高騰は、サプライチェーン全体で転嫁する必要。

・自然要因（猛暑日）における不稼働を考慮して工期設定。

・十分な工期確保や交代勤務制の実施に必要な経費は請負代金の
額に反映する。

・勤務間インターバル制度は、安全・健康の確保に有効。

・会社指揮下における現場までの移動時間や、運送業者が物品納
入に要する時間も労働時間に含まれ、適切に考慮して工期を設定。

・本基準を踏まえた適正な工期設定は、契約変更でも必要。

・各業界団体の取組事例等を更新。
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上限規制

労
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改正建設業法第１９条の５の規定の主旨（建設業就業者の長時間労働の是正）を踏まえた
適切な運用を確保するためには、「著しく短い工期」の判断に際しては、単に定量的な
期間の短さに着目するのではなく、「工期短縮が長時間労働などの不適正な状態を生じ
させているか」に着目することが必要。
このため、「通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間」とは、単に定量的に
短い期間を指すのではなく、 「建設工事の工期に関する基準」（令和２年７月２０日、
中央建設業審議会 勧告） 等に照らして不適正に短く設定された期間をいう。

通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間

建設工事の工期は、施工環境・施工技術・労働者数等の様々な要素の影響を受けるが、
時間外労働時間との関係において、その他の要素を一定とすると、右の図のように短い
工期と長時間労働には相関関係がある。
特に、令和６年４月からは、建設業についても、時間外労働時間の上限規制の適用を受
けるため、当該上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となる。

短い工期と長時間労働の関係

【工期と長時間労働の関係】

時間外労働時間

工
期

長

長

短

短 時間外労働時間

工
期

【工期と長時間労働の関係】
（令和６年４月～）

長

長

• 建設業法第１９条の５では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比し

て著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことを規定。

• この規定が設けられた主旨は、建設業就業者の長時間労働を是正することにあり、そのためには、適正な工期設定を

行う必要があることから、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする建設工事の請負契約を禁

止するもの。

著しく短い工期の禁止 （建設業法第１９条の５）
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第196回国会（常会）で成立した「働き方改革関連法」による改正労働基準法に基づき、令和６年４月１日から、建設業者に関しても、
災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働時間の罰則付き上限規制の一般則が適用される。このことを踏まえ、当該

時間外労働時間の罰則付き上限規制の適用（令和６年４月１日～）

著しく短い工期の判断の視点

見積依頼の際に発注者が受注者に示した条件
締結された請負契約の内容
受注者が「著しく短い工期」と認識する考え方
過去の同種類似工事の実績

受注者が発注者に提出した見積りの内容
当該工期を前提として請負契約を締結した事情
当該工期に関する発注者の考え方
賃金台帳 等

著しく短い工期の判断材料

「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結後、当初の契約どおり工事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じた際、工期を変
更するために変更契約を締結する場合についても適用される。
工期の変更時には紛争が生じやすいため、紛争の未然防止を図る観点から、当初の契約の際、公共工事標準請負契約約款第２１条、民
間工事標準請負契約約款（甲）第２９条、または民間工事標準請負契約約款（乙）第１９条（それぞれ「著しく短い工期の禁止」の規
定）を明記しておくことが必要である。

工期の変更が必要となる場合にも適用

著しく短い工期の禁止 （建設業法第１９条の５）
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① 契約締結された工期が、「工期基
準」で示された内容を踏まえていな
いために短くなり、それによって、
受注者が違法な長時間労働などの不
適正な状態で当該建設工事を施工す
ることになっていないか。

② 契約締結された工期が、過去の同種
類似工事の工期と比較して短くなる
ことによって、受注者が違法な長時
間労働などの不適正な状態で当該建
設工事を施工することになっていな
いか。

③ 契約締結された工期が、受注者が見
積書で示した工期と比較して短い場
合、それによって、受注者が違法な
長時間労働などの不適正な状態で当
該建設工事を施工することになって
いないか。

上限規制を上回る
違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、例え、発注者と受注者との間で合意されている場合であっても、「著しく短い工
期」と判断される。



メール： hqt-k-kakekomi-hl@gxb.mlit.go.jp
電 話： 0570-018-240 ＦＡＸ：0570-018-241
＊ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

主に国土交通大臣許可業者を対象に建設業に係る法令違反行為の通報

を受け付けます。

通報内容によっては、被通報業者へ建設業許可を付与した許可行政庁に

情報提供を行います。

通報者に不利益が生じないように情報を取り扱います。

駆け込みホットライン

駆け込みホットライン

「著しく短い工期の禁止」に違反する疑いがあった場合の通報窓口 中部地方整備局

【建設業違反通報窓口 駆け込みホットライン】

元請け会社が著しく短い工期で下請け契約を締結していると
疑われる場合は、公共発注者が許可行政庁にその旨を通知
しなければならない。 （入契法）

国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した発注者

に対して勧告を行うことができる。また、勧告に従わない場合
は、その旨を公表できる。 （建設業法）

※ リーフレット掲載先ＱＲコード

著しく短い
工期による契約

許可行政庁
（国、都道府県）

駆け込みホットライン等 違反の疑いを通報

著しく短い
工期による契約

勧告・指示

一次下請会社元請会社発注者

通知※１

勧告※２

※１

※２
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建設工事における適正な工期の確保に向けて

国土交通省は、適正工期の在り方を受発注者に周知するためのリーフレットを作成しています。

※ リーフレット掲載先ＱＲコード ※ リーフレットの解説動画の掲載先ＱＲコード

適正工期への取組事例や適正な工期設定に役立つサイト・
相談窓口などの情報も掲載されています。

社内研修や取引先へのご説明として、ぜひご活用ください。

中部地方整備局
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【発注者向け】_チラシ（著しく短い工期の禁止）
中部地方整備局
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【建設企業向け】_チラシ（著しく短い工期の禁止）
中部地方整備局
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処遇改善に向けた取組
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建設業生産労働者の賃金推移（年間）

建設業の担い手確保に向けた賃上げ施策（これまで）

○ これまで、公共工事設計労務単価の引上げをはじめ、
様々な取組によって、建設分野の賃金は着実に上昇。

○ 賃上げは政府の最重要課題。
○ 今後も、未来を支える担い手の確保のため、必要とされる
技能や厳しい労働環境に相応しい賃上げに取り組む必要。

○１.２万社を対象に元下間の取引を調査。（毎年度）
加えて、約160社を対象に受発注者間及び元下間の取引
を実地調査（令和５年度）
→ 調査に基づき、賃金上昇が阻害されないよう指導。

最近の賃上げ施策

建設業団体等との賃上げ等に関する意見交換会

労働者への賃金支払いの確保

○公共工事設計労務単価を基に技能レベル別の年収を試算･発表。
→能力に応じた処遇、キャリアパスの見える化を目指す。

○国土交通大臣と建設業４団体のトップで申合せ（R６.3)

・技能者の賃上げについて「５％を十分に上回る上
昇」を目標とすること

○ダンピング受注対策として、
・低入札価格調査基準の計算式について､国は､令和４年度
から一般管理費等率を引上げ。
・同内容の取組を自治体に要請。全都道府県が国並み以上。

発注者・元請間での賃金原資の確保（公共中心）

○取引実態に即した公共契約・変更。
・最新の単価を予定価格に反映。
・材料費変動に伴う請負代金額の変更（スライド条項）。

（万円）

（参考）
全産業労働者（非正規除く）

５０８万円

○「労務費の適切な転嫁のための価格
交渉に関する指針」を踏まえた対応
を関係団体へ要請。

○公共工事設計労務単価を１２年連続で引上げ。

※コンサルタント等の技術者単価や建物の保守・点検業務等の労務単価も引上げ

（＋５．９％）

（円）

H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2  R3  R4  R5  R6

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５
※R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、
「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して「生産労働者」の額を推計

出典：官邸HP
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日 時：令和6年3月8日 7:55～8:15

出席者：岸田内閣総理大臣、斉藤国土交通大臣、新藤経済財政政策担当大臣、宮﨑厚生労働副大臣、

松村防災担当大臣・国土強靱化担当大臣、村井内閣官房副長官、森屋内閣官房副長官、

矢田内閣総理大臣補佐官、森内閣総理大臣補佐官、古谷公正取引委員会委員長

出席団体：日本建設業連合会 、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会

建設業団体との賃上げ等に関する意見交換会（R6.3.8）

開催概要

技能者の賃上げについて、「５％を十分に上回る上昇」を目標

とすること、

働き方改革について、労働時間規制の導入を踏まえて、「必要

な対応に万全を期す」こと

を国土交通省と建設業団体との間で申し合わせ。

岸田内閣総理大臣から、

建設業について、未来への前向きな新３Ｋ、「給与がよく、休暇

が取れ、希望が持てる産業」に変えていかなければならない

申合せに沿った賃上げの強力な推進についてお願いするほか、

官民挙げて「成長型経済」への転換を図り、建設業の担い手確

保と持続的な発展につなげてまいりたい との発言。
意見交換会の様子

出典：官邸HP
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建設資材の高騰分は、受注者を含むサプライチェーン全体で適切な価格転嫁を
図る必要。

○直轄工事では、最新の実勢価格を反映して適正に予定価格を設定し、スライド条項も適切に運用

○次のとおり、官民の発注者や建設業団体に対して働きかけ。
【主な取組】

国 県 市 民 建

国 県 市

国 県 市 民 建

国…国・特殊法人等 県…都道府県 市：市区町村 民：民間発注者 建：建設業団体

スライド条項等の適切な設定・運用、必要な契約変更の実施(文書要請※)。

資材単価は、調査頻度を増やして適時改定（文書要請※）。
→都道府県による資材単価の設定状況を見える化。
※都道府県や市区町村に対しては直接働きかけ（全国のブロック監理課長等会議や都道府県主催会議（公契連））。

元請下請間/受発注者間の契約締結状況を調査し、請負代金等をモニタリング。

働きかけの対象

建設資材価格に関する適切な価格転嫁に向けた国交省の取組

15



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設キャリアアップシステムの推進状況

技能者・事業者の事前登録

○技能者・事業者の登録は
一定程度進展

○技能者登録数と比べるとさらなる
拡大の余地

○就業履歴の蓄積環境が必ずしも
整備されていないこと、就業履歴
蓄積や能力評価のメリットが感じら
れないことが主な課題。

経験・技能に応じた処遇

○CCUSを活用した処遇改善を取組
を一層拡大させる必要

○CCUSを活用した処遇改善の取組
が、技能者や取引先から必ずしも評
価されていないことが主な課題

現場管理での活用

○ これまでの５年間の取組を通じて、140万を超える技能者、26万を超える事業者が登録。一方で、就業履歴や
能力評価はさらなる拡大の余地。
○ 一部の企業において、CCUSを活用して、経験・技能に応じた処遇改善を進める事例や、現場管理等の効率
化を図る事例が生まれてきており、このような取組をさらに拡大する必要。

○CCUSを活用した現場管理の効率
化を取組を一層拡大させる必要

○CCUSを活用することに対して、技能
者や企業が利便性を十分感じられ
ていないことが主な課題

就業履歴の蓄積、
能力評価の実施

16

・技能者の40％を超える約144万
人、許可業者の約半数にあたる
26万者が登録

・月間で430万を超える就業履歴の
登録
・職種の８割をカバーする42分野で
能力評価基準を策定。能力評価
を受けた技能者は約９万人

・一部の企業において、CCUSレベルに
応じた手当の支給など、CCUSを活
用して処遇改善を図る取組を実施

（A社の手当の例）

・一部の企業において、CCUSを活用して
社会保険加入状況を確認するなど、
CCUSを活用して現場管理の効率化を
図る取組を実施

レベル キャリアアップ手当

４（金） 20,000円

３（銀） 15,000円

２（青） 10,000円

１（白） 5,000円
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技能者登録
約144万人 就業履歴登録

約430万



【発注者向け】_チラシ（処遇改善・価格転嫁）
中部地方整備局
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設業法等の改正について

18



建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律の一部を改正する法律（概要）

・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和４年）

（参考１） 建設業の賃金と労働時間

建設業※ 4 1 7万円 /年 2 , 0 2 2時間 /年
全産業 4 9 4万円 /年 1 , 9 5 4時間 /年

（参考２） 建設業就業者数と全産業に占める割合 (  )内

[ H 9 ] 6 8 5万人（ 1 0 . 4％） ⇒  [ R 4 ]  4 7 9万人（ 7 . 1％）

背景・必要性

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁
賃金の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、 しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（＋ 3 . 5 % ）（▲ 1 5 . 6 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和４年度）

概要
１．労働者の処遇改善
○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化

国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告
○標準労務費の勧告
・中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告
○適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止

国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）
○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※
※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

３．働き方改革と生産性向上
○長時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）
○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）
・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示
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令和６年６月７日成立

時間外労働規制等にも対応



改正法 背景と方向性

背景 方向性

担い手の確保が困難

2024年
４月から

N=1333(未定を除く)

就労状況の改善 → 担い手の確保

「地域の守り手」として持続可能な建設業へ

【「新４K」の実現】
給与がよい
休日がとれる
希望がもてる
＋ カッコイイ

○ 建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長い

○ 資材高騰分の適切な転嫁が進まず、労務費を圧迫

○ 時間外労働の罰則付き上限規制が適用開始

資材価格高騰分の転嫁状況

出典：一般財団法人建設物価調査会「建設資材物価指数」

資材費の高騰（指数）

全就労者に
占めるシェア

出典： 総務省「労働力調査」を
基に国土交通省算出

出典： 国土交通省「適正な工期設定等による働き方
改革の推進に関する調査」（令和４年度）

契約変更
なし
43%一部

契約変更
38%

全て
契約変更

19%

建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけ

るよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、

働き方改革、生産性向上に総合的に取り組む。

処遇改善

労務費への
しわ寄せ防止

働き方改革
・

生産性向上
… 労働時間の適正化
… 現場管理の効率化

… 資材高騰分の転嫁

… 賃金の引上げ

建設業就業者
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改正概要① 処遇改善

（１）建設業者の責務、取組状況の調査

（２）労務費（賃金原資）の確保と行き渡り

（３）不当に低い請負代金の禁止

○ 総価での原価割れ契約を受注者にも禁止
（現行） 注文者は、地位を利用して、原価割れ契約をしてはならない。 労務費確保のイメージ

（処遇改善の施策）

Ｐ

DC

A

PDCA

○ 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告

○ 著しく低い労務費等※による見積り提出（受注者）や見積り変更依頼
（注文者）を禁止 ※ 施工に通常必要な労務費等を著しく下回るもの

違反して契約した発注者には、国土交通大臣等が勧告･公表
（違反して契約した建設業者(注文者･受注者とも)には、現規定により、指導･監督）

○ 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化

国は、建設業者の取組状況を調査･公表、
中央建設業審議会に報告

【国】
取組状況を調査･公表

【国】
中央建設業審議会への報告

（施策の見直し）

【建設業者】
処遇確保に努力

賃金

２次下請の
技能労働者

自社
経費

労務費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

下請
経費

自社
経費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

「
標
準
労
務
費
」

中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告

下請
経費

自社
経費

材料費

元請

１次下請

２次下請

注
文
者

受
注
者

見積り変更依頼

見積り提出

著しく低い労務費
は禁止
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改正概要② 資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止

契約前のルール

○ 資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を
契約書の法定記載事項として明確化

○ 受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を
注文者に通知する義務

なし

あり

契約変更条項

41
％ 59

％

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による
働き方改革の推進に関する調査」（令和４年度）

契約後のルール

資材高騰等が顕在化したとき

受注者注文者

「変更方法」に従って
請負代金変更の協議

誠実な協議に努力

期待される効果

資材高騰分の転嫁協議が円滑化、労務費へのしわ寄せ防止

注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務※
※ 公共発注者は､協議に応ずる義務

○ 契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等
の変更を協議できる。

契約書
第○条 請負代金の変更方法
・ 材料価格に著しい変動を生じたと
きは、受注者は、請負代金額の変更
を請求できる。

・ 変更額は、協議して定める。

受注者

「資材高騰のおそれあり」

注文者
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改正概要③ 働き方改革と生産性向上

（２）生産性向上（１）働き方改革
① 工期ダンピング※対策を強化

※ 通常必要な工期よりも著しく短い工期による契約

中央建設業審議会が「工期の基準」を作成･勧告

○ 新たに受注者にも禁止
（現行）注文者は､工期ダンピングを禁止

② 工期変更の協議円滑化

○ 受注者は、資材の入手困難等の「おそれ情報」
を注文者に通知する義務
（注）不可抗力に伴う工期変更は、契約書の法定記載事項（現行）

○ 上記通知をした受注者は、注文者に工期の
変更を協議できる。

注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務※
※ 公共発注者は、協議に応ずる義務

(参考) 工期不足の場合の対応

１位 作業員の増員 25％
２位 休日出勤 24％
３位 早出や残業 17％

違反した建設業者には、指導･監督

４割超

① 現場技術者の専任義務の合理化

② ICTを活用した現場管理の効率化
○ 国が現場管理の「指針」を作成

○ 公共発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化
（ICT活用で確認できれば提出は不要に）

特定建設業者※や公共工事受注者に対し、
効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請け業者を使う建設業者

3,500万
4,000万

政令の額

（従前）

専任不要

専任

（請負額）

（R5.1 引上げ済）

（条件を満たす場合）
兼任可

営業所専任技術者の
兼任不可

（注）請負額の基準額は、建築一式工事にあっては２倍の額

（改正後）

専任不要

営業所専任技術者の
兼任可

専任

【主な条件】
・兼任する現場間移動が容易
・ICTを活用し遠隔からの
現場確認が可能
・兼任する現場数は一定以下

＜例＞遠隔施工管理

設計図・現場写真発注者

（請負額）

元請業者

下請業者

＜例＞ 元下間のデータ共有

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」（令和４年度）

契
約
前

契
約
後
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